
　　

農業委員会事務局長

１．農業委員会事務局の使命（役割）

２．平成２８年度における課題（前年度の振り返りから）

３．平成２８年度の『スローガン』

４．年度目標となる方針（目標）
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（３）

農地を守り有効活用を図る

・農地パトロールを実施し、農地の有効活用を図る
・農地利用状況調査を実施し、遊休農地拡大を防止する
・遊休農地の所有者の意向調査を実施し、中間管理機構等への活用を促す
・農地基本台帳の法定化に向けて、農地関連情報の精度を高める

５．重点取組項目

（１）

農業委員会活動の取組み強化

・年間活動計画及び活動実績の公表
・農業委員会総会を公開し、詳細な議事録を公表
・農業者・新規就農者への情報提供活動
・食農教育事業継続のための連携した活動

（２）

農地の利用集積を推進する

・農地中間管理機構の普及を図る
・農地の利用集積の仲介に取り組み、担い手農家の経営拡大を支援する
・新たな担い手農業者の育成を図る
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　農地について、法令に基づいた許認可業務を適正に行い、「優良農地の確保と有効利用」「担い手の確保・
育成」に取り組む。農業者の公的な代表機関として、農家の声を農政活動に反映させ、農家経営の安定化を
図り農業の発展をめざす。

・農業委員会活動の取組みの強化と、情報発信力を高める必要がある。
・農地中間管理機構の普及と制度を活用した担い手への農地集積を推進する。
・遊休農地の解消に努め、発生防止のため農地利用の適正化を図る農業委員活動強化が必要である。

優良農地を守り、農地の集積を図って担い手を育成しよう

・農業委員会活動の取組みを強化する
・農業者・新規就農者への情報提供活動
・担い手への利用集積を推進する
・遊休農地対策の活動を強化する
・食農教育を他の部局との連携により継続した活動を目指す



６．方針に対する年度上期（4月～9月）の取組みの状況 【現状】

７．年度下期（10月～3月）に向けた課題と取組みの方針【ギャップと対策】

８．総括　取組みの結果と成果、次年度に向けた課題【結果と成果】

・秋田県農業公社から講師を派遣していただき、7月総会終了後「農地中間管理事業」についての研
　修を実施。
・担当職員が講師となって各地域局に併任されている担当職員の事務調整会議を4月15日実施し
　た。
・農業委員会の適正な事務実施の公表と農業委員会HPの適宜更新、総会議事録の総会終了後の
　速やかな掲載に努めた。
・農地を守り有効活用を図るため、7月に農地パトロール（1回目）の実施と農業委員全体で行う農地
　利用状況調査を8月実施した。
・食農教育推進委員会で植田小学校をモデル校に搾乳体験を教育委員会と連携して9月28日実施し
　た。

・10月農地パトロールを実施後に農政推進委員会で農地利用状況調査の検討会を行い、遊休農地
　解消に向けた農地の改善に向けた所有者との意向調査を実施する。
・農業委員会法の改正や農地中間管理事業の推進について研修や情報交換に努め、推進していく。
・食農推進委員会で第11回目を向かえる食育見聞録図画作文コンクールを市内17小学校を巡回し
　て作品募集を実施する。
・来年度に向けての標準農作業料金を農業委員の検討委員会おいて２月を目処に実施検討してい
　く。

・遊休農地対策では、農地パトロールと農地利用状況調査を行い、遊休農地と判断された農家へは農地法第
32条に基づく利用意向調査を実施し、意向確認や解消に向けた指導を実施。今後も引き続き、遊休農地・荒
廃農地解消に向けた取り組みを強化指導していく。
・農地中間管理事業の相談窓口を横手市農業再生協議会が受託しており、各地域局農業委員会担当・農協
（担い手支援室）と連携した取り組みを継続実施し、農業法人や担い手への利用集積に努める。また、中山間
地域での適地適作など農地の保全・有効利用を図るよう指導してくことも求められている。
・農業委員活動記録の徹底を図り、農業委員会法改正による農地利用最適化推進の活動を見据えた取り組
みを指導していく必要がある。また、山間部などで、すでに森林の様相を呈しているなど、農地として再生不可
能である場合は、非農地申請を指導するなど、農地台帳からの除外を視野に指導することで、固定資産税の
軽減も図られるなど農地の適正管理を進める。非農地証明は27年度に比較し、7.6倍増の518ｈａの審議となっ
ている。
・食育教育事業（搾乳体験学習や食育見聞録作品コンクール）を教育委員会と連携し、継続して実施してい
く。11回目を迎えた食育見聞録作文図画コンクールでは市内17小学校の5年生を対象に募集し、作文142点、
図画253点の応募があった。2/21食農教育推進委員と教育員会職員で審査にあたり、3/2優秀作品の表彰を
行っている。
・地域局との情報共有を図ることで組織機能強化となるように、引き続き地域局巡回を実施していく。


